
令和４年度 第１回 

鞍手町立小学校の統合に向けたあり方検討委員会 

 

令和４年７月 27 日 

鞍手町中央公民館 第１研修室 

 

１．開会 

 

 

２．教育長挨拶 

 

 

３．新委員 委嘱状交付 

 

 

４．委員紹介 

 

 

５．議事 

 

 

 （１）鞍手町立小学校の統合に向けたあり方検討委員会について 

 

 

 （２）鞍手町立小学校の統合に向けたあり方検討委員会の協議予定について 

 

 

 （３）統合小学校の建設候補地について 

 

 

 （４）統合前の小学校の歴史や伝統の継承に関する検討に向けて 

 

 

 （５）意見交換 

 

 

６．その他 

 

 

７．閉会 
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【資料 4】鞍手町立小学校の統合に向けたあり方検討委員会設置要綱 



鞍手町立小学校の統合に向けたあり方検討委員会について 

１.あり方検討委員会・鞍手町教育委員会・鞍手町との関係 

 地方公共団体が、教育・学術・文化に関する事務を行う場合は、その性質上、政治的中立を維持

すること、行政が安定していること、住民の意思を反映することが求められます。これらにこたえ

るため、市区町村には、市区町村長から独立した行政機関として、合議制の執行機関である教育委

員会が設置されています。 

 小学校の統合・再編は鞍手町教育委員会の所掌事務であり、「住民の意思を反映すること」の一助

として、鞍手町教育委員会の附属機関としてのあり方検討委員会を設置しています。 

あり方検討委員会の提言を受け、最終的な意思決定は鞍手町教育委員会が行います。 

なお、鞍手町長には、鞍手町教育委員会の所掌事務に関する予算の執行権があります。 

 

 

２.あり方検討委員会 委員の任期について 

 現状の６小学校の存続も含めた全くの白紙の状況から、昨年８月に第１回検討委員会を開催し、

あり方検討委員会の提言をいただくことで、６小学校を１校に統合するという方針をまとめること

が出来ました。 

 今年度は、統合小学校の場所を含め、いつまでに、どんな小学校を整備していくのか、引き続き

あり方検討委員会の議論をいただきながら「鞍手町立小学校統合基本計画」を策定していく予定と

しています。 

 この「鞍手町立小学校統合基本計画」は、「鞍手町立小学校のあり方」の結論と言えるものであ

り、これをもってあり方検討委員会についてもその役目を全うするものと考えています。 
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【資料１】 



【資料２】 

令和４年度 鞍手町立小学校の統合に向けたあり方検討委員会 協議予定 

 

７月 

 令和４年度第１回（第８回） 鞍手町立小学校の統合に向けたあり方検討委員会 

 協議開始 

 ★ 委嘱状交付（新規委員及び交代委員） 

 ★ 鞍手町立小学校の統合に向けたあり方検討委員会について 

 ★ 鞍手町立小学校の統合に向けたあり方検討委員会協議予定について 

 ★ 統合小学校の建設予定地について 

 ★ 統合前の小学校の歴史や伝統の承継に関する検討に向けての情報提供のお願い 

 ★ 意見交換 

 

 

８月 23日 

先進地視察 宮若市光陵小学校（令和 4年 4月開校） 

 ※日中時間帯となるため、参加可能な委員の皆様と 

 ※参加出来ない委員へは、第２回検討委員会で情報提供 

 

８月 

 令和４年度第２回（第９回） 鞍手町立小学校の統合に向けたあり方検討委員会 

 教育環境の情報共有 

★ 教育環境の動向 

 

９月 

令和４年度第３回（第 10回） 鞍手町立小学校の統合に向けたあり方検討委員会 

 統合の影響と対策Ⅰ 

 ★ 統合小学校の目指す方向性① 

 ★ 児童の通学方法について（スクールバスの運行方針）① 

 ★ 統合準備事業（各校交流事業など）の内容について 

 ★ 各小学校の伝統・文化の承継① 

 

10月 

 令和４年度第４回（第 11回） 鞍手町立小学校の統合に向けたあり方検討委員会 

 統合の影響と対策Ⅱ、敷地比較検討 

 ★ 前回の意見に対する検討結果の提示 

 ★ 敷地の比較と検討規模の検討状況の報告 

 ★ 放課後児童健全育成事業の現状と統合校での形態 

 ★ 学校給食の現状と統合校での形態 

  



 

11月 

 令和４年度第５回（第 12回） 鞍手町立小学校の統合に向けたあり方検討委員会 

 敷地の決定 

 ★ 敷地の比較検討結果提示 

 ★ コンセプトの提示 

 

12月 

 令和４年度第６回（第 13回） 鞍手町立小学校の統合に向けたあり方検討委員会 

 統合校の施設整備、跡地活用方針Ⅰ 

 ★ 建築計画の方針について 

   ブロックプラン（建物のボリュームと配置計画） 

   機能図（用途上必要な諸機能の把握と各々のつながり） 

   平面計画（各所要室の機能と大きさ及び各々の位置関係、平面動線の確認） 

   断面計画（階高、天井高の確認及び各諸室の機能と縦の位置関係） 

   構造計画 

   設備計画 

 ★ 跡地活用方針について 

 

１月 

 令和４年度第７回（第 14回） 鞍手町立小学校の統合に向けたあり方検討委員会 

 統合校の施設整備、跡地活用方針Ⅱ 

 ★ 建築計画の方針に関する指摘事項の反映 

 ★ 概算事業費について 

 ★ 事業スケジュールについて 

 ★ 基本計画案について 

 

１月下旬～２月上旬 

 基本計画案 パブリックコメント実施 

 

２月中旬 

 令和４年度第８回（第 15回） 鞍手町立小学校の統合に向けたあり方検討委員会 

 基本計画まとめ 

 ★ パブリックコメントへの対応 

 ★ 基本計画まとめ 

 ★ 今後の課題 

 

３月  

鞍手町議会へ鞍手町立小学校統合基本計画 行政報告 



【資料３】 

 

統合小学校の建設候補地について 

 

 鞍手町立小学校統合基本計画の策定にあたり、統合小学校の建設予定地を決定する必要

があります。建設予定地は、小学校の校舎、体育館、グランドが整備可能な広さを有して

いること、速やかに造成等の着手が可能となる町有地であることを念頭に、事務局では次

の３つを想定しています。 

 

 

  



【資料３】 

 

１．現 鞍手中学校 敷地 

 平成 27年 4月に開校した鞍手中学校。統合した中学校へはスクールバスの運行実績があ

り、施設を共同利用できるメリットもある。 

 中学校としては破格の敷地面積を有するが、小学校を建設するにあたっては、校舎が高

層化する可能性や、中学校機能（運動場等）の一部を統合小学校へ譲り渡すことが必要に

なることが考えられる。 

 また、中学校としての機能を維持した上で小学校を建設する必要があること、開校後は、

町内の全小中学生が同一敷地に登校することになり、通学時の安全確保が課題になる。 

 

 

 

 

 

  





【資料３】 

 

２．現 剣南小学校 敷地 

 平成 27年 4月に開校した鞍手中学校と隣接している。 

 小学校を建設するにあたっては、剣南小学校の機能を維持した上で建設する必要があり、

小学校整備費の財源となる国庫補助金の算定では、現有の校舎及び体育館の面積分が控除

されることとなる。 

 

 

 

 

 

 

  





【資料３】 

 

３．旧 鞍手北中学校 敷地 

 平成 27年 3月に廃校となった鞍手北中学校。敷地面積という点では最も余裕がある。ま

た、現在廃校となっていることから、小学校の建設にあたって現利用児童等への配慮が不

要であり、懸案となっていた中学校の跡地利用も同時に解決することとなる。 

 しかし、当該地は、過去炭鉱があった場所であり複数の坑道が通っていることから、旧

坑道への安全対策が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 




